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令和元年１０月  日 

 

郡山市長 品 川 萬 里 様 

 

郡山市廃棄物減量等推進審議会 

                    会 長  中 野 和 典 

 

 

 

ごみ減量化推進のための生活系ごみ処理費用の適正負担について（中間答申） 

 

令和元年５月３１日付け３１郡３Ｒ第５２３号で諮問のありましたこのことについて、当審議会

の意見は別紙のとおりです。 
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１ はじめに 

 郡山市廃棄物減量等推進審議会は、平成２９年７月に「郡山市一般廃棄物処理基本計画」に係

る諮問を受け、平成３０年１月の答申において、様々な環境の変化に向けた取り組みが求められ

ているなかで、市民、事業者、行政の役割分担を明確化することにより、経済優先型社会から循環

型社会への構築が重要であるという基本的な考え方の基、循環型社会実現に向けての取り組みと

して３Ｒを優先施策として推進すること、家庭系ごみの適正負担の推進について検討することと

意見したところであります。 

  令和元年５月には、「ごみ減量化推進のための生活系ごみ処理費用の適正負担」に係る諮問を受

け、審議の過程で次のような状況を確認しました。 

「生活系ごみの排出量については若干の減少傾向にあり、東日本大震災前のレベルに戻りつつ

あるが、他自治体との比較においては依然として平均値を大きく上回る状態である（※データ１）こ

と」「家庭から排出されるごみのうち、『粗大ごみ』が占める割合は全体の僅かではあるが、量につ

いては増加傾向にあること。また、処理手数料が掛からず、排出者が市民の一部に限定されている

こと」「まちづくりネットモニターにおける『ごみの減量及びごみ処理費用の適正化について』を

テーマにしたアンケート調査の結果、本市のごみ量は多いと感じている、ごみ処理費用も多額で

あるという回答が多数を占め、現状については良い状況ではないと認識されていること」「生活系

ごみの組成調査を実施した結果、燃やしてよいごみとして排出されたうち、未だ資源物が含まれ

ていることが多く見受けられるなど、分別が十分に徹底されていないこと」 

このほか、ごみ処理費用の適正負担に係る郡山市における検討の経緯、中核市や県内市などに

おける有料化の実施状況、有料化実施後の効果や課題についての検証、ごみ処理費用の有料化導

入の必要性、さらに、郡山市において有料化を導入する場合の仕組みや配慮事項等について、幅広

く慎重に審議を重ねてきました。 

 

データ１ 

  

H25 H26 H27 H28 H29

郡山市 1,310 1,266 1,237 1,215 1,205

中核市 998 982 967 943 952
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２ 審議事項に係る意見について 

生活系ごみの排出量は僅かに減少傾向にあるが、平成３０年４月策定の「郡山市一般廃棄物処

理基本計画」における、ごみ排出量の目標（※データ２）を達成するためには、更なるごみの発生抑

制、再使用や再生利用の推進、ごみ処理費用負担の公平性の確保、住民の意識改革などを主な目

的として、生活系ごみ処理費用の適正負担の導入は必要であるが、ごみ処理費用全体の有料化の

導入は、家計に新たな支出を恒常的に生じさせることから、市民生活に与える影響が大きく、市

民の理解が得られにくいと考えられます。 

しかしながら、生活系ごみのうち粗大ごみについては排出量が増加傾向（※データ３）にあること、

市全体のごみ排出量に占める割合が僅少であること、排出者が一部の市民に限られていることな

どの理由により、市民生活への影響が少なく、市民の理解も得られやすいと考えられることから、

粗大ごみの処理費用の有料化を早期に導入し、市民（消費者）の意識改革を促すことが、ごみの

減量には有効な手段である。 

そして、生活系ごみ処理費用の適正負担については、粗大ごみの有料化導入による効果や影響

を検証し、課題を整理し、今後においても丹念に審議を積み重ね、市民の理解と協力を得て、郡

山市にとって最適な制度の構築を目指していくことが適当であることから、今回は中間答申とす

るとの意見で一致しました。 

 

データ２ 

 

 



                 

 

データ３ 

    

  

３ 有料化の仕組みについて 

   平成３０年度現在において、粗大ごみの処理費用の有料化を導入している中核市は５４市の

うち４４市（全体の８割強）、また、県内の市においては１３市のうち７市（全体の５割強）と

いう状況であり、非常に多くの自治体が有料化を導入しています。 

これらの先行自治体における手数料の設定に係る根拠や有料化の具体的な実施方法について、

項目別に十分に比較検討するとともに、環境省作成の「一般廃棄物処理有料化の手引き(平成 25

年 4 月)」を参照し、郡山市の周辺自治体とのバランスや不法投棄の増加が心配される郡山市内

の地域性などにも配慮し、総合的に勘案したところ、次のような方法で実施することが妥当であ

ると考えます。 

 （１）費用負担割合 

    粗大ごみの処理費用に対する排出者の費用負担割合については、全額相当では負担が大き

く、逆に割合が小さ過ぎると、効果が薄いものとなることが懸念されることから、排出者の負

担割合は「５０％」とすべきと考えます。 

 

（２）手数料の設定方法 

   手数料の設定方法については、「品目別制」「定額制」「重量制」に大別されますが、粗大ご

みの大きさ・重量に応じて料金を設定することで排出者にとって理解しやすく、合理的であ

ることから、手数料の設定方法は、「品目別制」とすべきと考えます。 
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（３）手数料の納付方法 

   手数料の納付方法については、「処理券販売方式」「納付書送付方式」「現金納付方式」に大

別されますが、販売店が多い場合には排出者の利便性が高く、また、納付漏れや現金紛失等の

心配が無いという利点があることから、「処理券販売方式」とすべきと考えます。 

なお、販売店としてコンビニエンスストアなどの小売店を指定することが考えられます。 

 

 （４）手数料額 

    周辺市町村や中核市における処理手数料と比較し、均衡の取れた金額とすることが必要で

あると考えます。 

 

 （５）粗大ごみの自己搬入無料化の廃止 

    現在の粗大ごみの処理方法は、郡山市に回収依頼するか、クリーンセンターへ自己搬入す

ることとしており、ごみ処理手数料は無料とされています。 

今後、郡山市に回収依頼する場合について、処理費用の有料化が図られることとなれば、ク

リーンセンターへ自己搬入した場合についても費用負担の公平性の確保のため、無料化を廃

止すべきと考えます。 

 

 

４ 有料化導入にあたっての留意事項について 

 （１）不法投棄及び違反ごみ対策 

    ごみ処理費用の有料化導入時において、一時的に不法投棄量が増加する可能性が高くなる

ことが他市の例にあることから、郡山市においても同様の状況が発生することが推測されま

す。 

また、粗大ごみを集積所に排出する、いわゆる違反ごみの増加も懸念されることから、関係

機関と連携し、周知啓発活動やパトロール等による監視及び予防体制の強化が必要であると

考えます。 

 

 （２）市民への周知 

    有料化の導入にあたっては、市民の理解と協力が不可欠であるため、広報誌やウェブサイ

トなど様々な広報媒体を活用し、郡山市におけるごみの現状と今後の課題など、有料化の必

要性をしっかりと説明すべきと考えます。 

 



                 

 

そして、有料化の導入により、ごみ減量化に向けた市民の意識改革、引いては循環型社会の

推進に寄与することを市民全体に周知が行き渡るよう、繰り返し丁寧に説明すべきと考えま

す。 

 

 （３）粗大ごみ再使用推進事業等の推進・拡大 

    現在、行政による資源物回収事業や粗大ごみ再使用推進事業（リユース家具の無償譲渡）

や町内会・子ども会などの団体による集団資源回収といった活動が実施されています。 

これらの活動は、ごみ排出量の縮減（リデュース）に寄与するだけでなく再利用（リユー

ス）・再生利用（リサイクル）にも貢献するものであることから、それらを継続させるだけで

なく、より一層の事業推進・拡充がなされるよう自ら励むとともに民間活動の支援にも努める

べきと考えます。 

 

５ 今後の審議について 

  粗大ごみの処理費用の有料化導入は、郡山市における生活系ごみ排出量の削減に向けた市民の

意識改革を図るための第一歩であり、それがもたらす効果や影響についての検証、課題の整理及

び分析をし、引き続き、郡山市にふさわしい生活系ごみ全体の処理手数料の適正負担の在り方に

ついて、２年後を目途に最終答申するべく丹念に審議を積み重ねていくこととします。 

 

   今後の予定 

 2019 年度 
（令和元年度） 2020 年度（令和２年度）～ 

進行 
計画 

計 画 
 

実 行 
粗大ごみ有料化 

導入初年度 

評 価、改 善 
粗大ごみ有料化導入次年度以降、定期的に実施 

課題 

及び 

審議 

事項 

 

・適正負担導入に係

る審議及び制度設計 

・分別の徹底及び違

反ごみ等への対応 

・有料化導入後に

おける課題の整理 

・不法投棄の現状

把握及び対策 

・有料化導入効果の検証 
・リユース事業等の見直し 

・リサイクルの最新技術の研究及び検討 

   ・市民、事業者等との意見交換及び推進体制構築 

        ・資源物分類区分の見直し及び厳格化 

        ・適正負担(有料化)対象の検証 
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